
Ａ－１３ 福井県空き家有効活用推進事業 

事業主体 一般社団法人 福井県不動産のれん会 

対象地域 福井県 

事業概要 

・福井県全域を対象とした空き家管理等の相談体制を、県及び市町村、解体業協会、建築

士事務所協会等と連携して整備。 

・総合相談窓口 1箇所（のれん会）を設置し、全県の相談に対応。 

相談体制件数の目標 
空き家所有者本人及び 

その家族等からの相談件数 

空き家利用希望者 

からの相談件数 
合計 

平成 25年度の実績 １０件 ３０件 ４０件 

本事業期間内の成果 

（H27年 2月 27日時点） 
５０件 ４７件 ９７件 

 

１．事業の背景と目的 

福井県の空き家率は、１３．９％、全国２７位（Ｈ２５年住宅土地統計調査、全国平均１３．５％）である。

Ｈ２０ 年調査より１．２ポイント改善しているものの、依然、空き家率は高い状況にある。 

特に戸建住宅の空き家は、防犯や景観等の観点から大きな課題となっている。高齢化している地区や人口減少

や転出入など様々な要因がある。 

県内の空き家の所有者の抱えている様々な問題に対し、親身になって相談を受け付け、具体的にアドバイスす

ることによって、福井県内の空き家率の増加に歯止めを掛けることを目的とする。 

福井県内の空き家を適正に管理し、売買、賃貸により新たに入居者が住むことにより、地域の空き家が減少し、

自治会のコミュニティや防犯性も高まり、罹災時にも助け合いの扶助が生まれる。また、状況によっては建物を

解体することにより、火災の防止、老朽化した建物の倒壊を防ぐことができる。 

２００９年より３年間優良空き家利活用推進業務を行なった実績（空き家発掘８９４件、うち県空き家情報バ

ンクの登録件数１０７戸、売買や賃貸になった利活用件数３９戸）と当会独自のマイホーム転貸事業（３戸転貸）

による空き家の様々な状況や空き家の所有者にアドバイスをした経験により、相談業務に従事する相談員に対し、

適確に不動産関連の研修・育成をし、関連事業者等や地方公共団体施策との連携を図り、空き家所有者、空き家

利用者に的確なアドバイスを行う。 

 

２．事業の内容 

（１）事業概要 

【基幹事業】                       

事業項目 概要 

①相談業務

に必要とな

る基礎調査 

1）管理代行サービ

ス提供事業者及び

サービス内容等の

実態把握調査 

・インターネット検索及び当会会員へのヒアリングを通じて、福井県内

でサービス提供が可能な事業者 15社のサービス内容や料金等を調査

し、一覧表に整理した。 

2）解体に係る費用

構成や費用の目安

等の基礎情報調査 

・福井県建物解体業協会へのヒアリングにより解体費の構成や費用の目

安を把握するともに、同協会加盟業者リストを入手した。 

3）家財道具、不用

品等の廃棄手続き

・インターネット検索により家財道具、仏壇、不要品、廃棄物の処分業

者 128社の処分対象品や費用等の目安を調査し、一覧表に整理した。 
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と廃棄費用等の実

態把握調査 

・市町ホームページより不要品の処分方法・場所、手続きを調査し、一

覧表に整理した。 

4）市町等の担当窓

口・支援制度等に

係る調査 

・福井県の協力により県及び各市町の空き家関連担当部署（担当窓口）

と各種支援制度を調査し、パンフレットおよびマニュアルに反映した。 

5）空き家等の所有

者が管理等に取り

組む際の留意点等

の把握 

・当会会員にヒアリングやインターネット検索により空き家等の管理、

活用、解体の際のトラブル実例や管理放棄による損害賠償責任等の法

令等、空き家の管理や活用等の際のチェックリスト、売買や賃貸、相

続等の各種手続き費用・税金等の経費等の情報を収集し、パンフレッ

トおよびマニュアルに反映した。 

6）地域の空き家実

態情報の把握 

・市町へのヒアリングにより空き家の実態把握状況を把握し、把握済み

の 6市 5町の空き家戸数と 2市の廃屋戸数を把握した。 

②相談員の

研修・育成 

1）相談マニュアル

の作成 

・①の基礎情報調査結果を踏まえて、空き家等の管理、活用（売買、賃

貸）及び解体に関する相談に対応可能な専属相談員向けマニュアルを

作成した。 

2）相談員の研修・

育成 

・新たに専属相談員を雇用し、当会会員の宅地建物取引主任者や賃貸不

動産経営管理士等を講師とする研修と、当会会員会社にて不動産実務

を研修及び相談対応のシミュレーション研修を実施した。 

③空き家等

所有者への

情報提供に

資する資料

等の作成 

1）窓口周知チラシ ・相談窓口及び出張相談会の開催案内チラシを作成し、県・市町の担当

窓口等に設置・配布した。 

2）空き家所有者等

向け情報提供パン

フレット 

・①の基礎情報調査結果に基づき、空き家所有者向けの情報提供パンフ

レットを作成し、市町の担当窓口および当会会員、連携先、専門相談

取次ぎ先などに配布した。 

3）会のホームペー

ジへの空き家相談

等の専用画面の設

置 

・当会のホームページに空き家相談等の専用画面を設置し、相談窓口の

告知、相談問い合わせフォーム（メール相談対応）、出張相談会の告知

等を行った。 

http://www.norenkai.or.jp/akiya/ 

④相談事務

の実施 

1）相談業務の実施 ・「のれん会空き家管理センター」にて相談業務を開始し、電話・メール・

来訪相談に対応した。 

2）出張相談会 ・集客力のある大型ＳＣにおいて当会の会員や宅地建物取引主任者や賃

貸不動産経営管理士等を相談員とする出張相談会を計 3回実施した。 

3）窓口及び出張相

談会の周知 

・チラシ、パンフレット、ホームページを通じて周知するとともに、市

町に働きかけ、13市町（／17市町）の広報に掲載。うち 5市町は複数

回掲載。 

・さらに、新聞 6社への掲載と、ＮＨＫ福井に取材され放送掲載。 

【効果促進事業】                                     

事業項目 概要 

⑤相談を通

じて必要と 

される空き

家等の住宅 

診断、調査体

制の整備 

1）空き家劣化診断

モデル事業の実施 

・北陸住宅宅地経営協会や福井県建築士事務所協会と空き家劣化診断体制

を構築し、空き家劣化診断を 8件実施した。 

・パンフレット、ホームページで周知。 
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（２）事業の手順 

事業は以下の手順で進めた。 

 

図１ 事業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業内容 

空き家についての相談に柔軟に対応する事を目的に以下の調査を実施した。 

 

①相談業務に必要となる基礎調査 

1） 管理代行サービス提供事業者及びサービス内容等の実態把握調査 

・福井県内の管理業者を調査する前に当会会員 23社に対し、管理代行サービスを導入しているかどうかな

ど現状の動向を調査した。その結果、実施 1社、過去取組んだが休止中 2社、今後検討・導入希望は 10

社であった。 

・福井県内でサービス提供が可能な事業者をインターネットから情報を収集し、15社ピックアップしてサ

ービス内容や料金等を調査、事業者リストを作成した。一部空き家管理サービスの内容をパンフレット

（6ページ）に反映させた。 

  

対象事業 細項目 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

1）管理代行サービス提供事業者及びサービス内
容等の実態把握調査

2）解体に係る費用構成や費用の目安等の基礎情
報調査

3）家財道具、不用品等の廃棄手続きと廃棄費用
等の実態把握調査

4）市町村等の担当窓口・支援制度等に係る調査

5）空き家等の所有者が管理等に取り組む際の留
意点等の把握

6）地域の空き家実態情報の把握

1）相談マニュアルの作成

2）相談員の研修・育成

1）窓口周知チラシ

2）空き家所有者向け情報提供パンフレット

3）ホームページ（空き家相談等の専用画面）

1）相談業務の実施

2）出張相談会の開催
●

２回開催

●

3）相談窓口及び出張相談会の周知

⑤空き家等の
診断、調査体
制の整備

1）空き家劣化診断モデル事業の実施

⑦報告書作成
完了実績報告書および事業報告書等の作成
平成２７年度準備

③ 空き家等の
所有者への情
報提供に資す
る資料等の作
成

④相談事務の
実施

① 相談業務に
必要となる基
礎情報調査

② 相談員の研
修・育成

資料作成 相談者に対し情報を公開

印刷・配布デザイン

会員研修・実務研修

①に基づき資料作成

印刷・配布デザイン

デザイン 公開

ヒアリング

ヒアリング

ヒアリング

ヒアリング

募集・採用

ヒアリング

ヒアリング

広報掲載HP掲載 広報掲載HP掲載

相談事務

資料校正

資料校正

資料校正

資料校正

１回開催
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表１ 空き家管理サービス事業者リスト（一部抜粋） 

 

【A 社】 福井県北部（嶺北） 

●基本管理サービス【外部点検】 

月 1回訪問点検年契約 30,000円～（2,500円/月～） 

・庭木、雑草チェック・外壁ひび割れ 

・軒天雨漏れチェック・郵便チラシチェック 

・定期報告書メール 

【外部点検＋内部点検】 

月 1回訪問点検年契約 42,000円～（3,500円/月～） 

・上記外部点検に下記内部点検をプラス 

・床たわみチェック・通水、通風 ・天井雨漏れ・設備水漏れチ

ェック ・室内汚れチェック 

●オプションサービス 

1.建物フルクリーニング 40,000 円～ 

（2 人 1日） 

2.建物簡易クリーニング 10,000 円～ 

（1 人 2ｈ） 

3.草むしり・庭木剪定 

実費（別途お見積りいたします） 

【B 社】 小浜市、若狭町、高浜町、おおい町 

●基本サービス基本コース/戸建住宅・店舗等 

月 1回巡回：2,000円～ 

※外回り巡回・目視+外付郵便ポスト整理+報告書送付 

B 換気・通水コース/戸建住宅・店舗等 

月 1回巡回：3,000円～ 

※外回り巡回・目視+外付郵便ポスト整理+報告書送付+換

気+通水 

●オプションサービス 

1．まるごとクリーニング 1 坪あたり 1,500 円(税別) 

最低清掃料 30,000 円 

2．簡易クリーニング 1 坪あたり 500 円～(税別) 

最低清掃料 10,000 円 

3．草むしり・庭木剪定実費※見積り 

4．ALSOK ロック設置 1 か所 2,000円(税別) 

5．防犯ライト・ホームセキュリティ導入実費※お見積もりいたし

ますのでお問い合わせください。 

【オプション組み合わせ利用例】 

お手軽見守りプラン全く使わない方向け、必要最小限の空き

家管理！ 

A．基本コース（月 1回）＋草むしり 

ほどよくお手入れプランこまめにお手入れするので、いざ訪れた

ときに安心快適。 

B．換気・通水コース（月 1 回）＋まるごとクリーニング＋草むし

り＋庭木剪定 

防犯しっかりプラン万全のセキュリティで、大切な建物をしっかり

ガード！ 

A．基本コース（月 1 回）＋ALSOK ロック設置＋防犯ライト設

置＋ホームセキュリティ導入 

徹底フルサポートプランここまですれば言うことなし！いつでも

住めます♪ 

B．換気・通水コース（月 1 回）＋まるごとクリーニング＋草むし

り＋庭木剪定＋ALSOK ロック設置＋防犯ライト設置その他

お客様のご要望に合わせたプランを提案し、無料お見積もりさ

せていただきます。 

※エリアによっては、別途料金発生する場合があります。 

 

２）解体に係る費用構成や費用の目安等の基礎情報調査 

・福井県建物解体業協会に調査、ヒアリングにより解体費の構成や費用の目安を把握し、パンフレット（7

ページ）に反映させた。 

 

表２ 解体費の構成や費用の目安 

構造 解体費用（1 坪あたり） アスベスト処理費（1㎡あたり） 

木造 25,000 円～40,000円 20000 円～25,000円 

鉄骨造 20,000 円～30,000円 20000 円～25,000円 

鉄筋コンクリート造 25,000 円～80,000円 20000 円～25,000円 

 

・協会のホームページより加盟する解体業者のリストをダウンロードし、相談員マニュアルに反映させた。 
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３）家財道具、不用品等の廃棄手続きと廃棄費用等の実態把握調査 

・市町ホームページより不要品の処分手続き・費用をインターネットとヒアリングにより調査し、市町別

にリスト化し、相談マニュアルの資料に反映させた。 

 

表３ 市町別の不用品等の廃棄手続きと廃棄費用（一部抜粋） 

市町 品目 持込み処分費（税別） 

福井市 
タイヤ 

タイヤのみ 200円 

ホイル付き 300円 

ベッドマットレスのみ（スプリング入り） 
セミダブル以上 800円 

シングル 500円 

ベッド枠及びマットレス（スプリング入） 

のセット 

セミダブル以上 1,050円 

シングル 700円 

布(一辺 40cmを越えるもの） 40円/10ｋｇ 

縦、横及び高さの合計が 300cm以上のもの 250円 

縦、横及び高さの合計が 150cm以上、300cm以内のもの 200円 

縦、横及び高さの合計が 150cm以内のもの 150円 

家庭系粗大ごみ 100kg以下 500円 

101kg以上 500円+100 kg毎 1,000円加算 

事業系粗大ごみ 50kg以下 750円 

51kg以上 

100kg以下 
2,250円（750円+1,500円） 

101kg以上 2,250円＋100kg毎に 3,000円 

越前市 廃タイヤ ホイル無し 360円 

ホイル付き 520円 

廃バッテリー 620円 

スプリングマット 1枚 880円 

コンクリート片、石、レンガ、発砲スチロール、鉄アレイ、チェーン、ワイヤー 10kgごと 60円 

あわら市 事業系粗大ごみ ～50kg 810円 

50kg～100kg 2,430円 

家庭系粗大ごみ ～100kg 540円 

 

・民間処分業者をホームページより調査し、県内に 128社あり、資料を作成した。 

 

表４ 民間処分業者の不用品等の廃棄手続きと廃棄費用 

処分業者 品目 引取り処分費（税別） 

Ａ 軽トラック詰め放題 350kg 15,000円 

 1.5tトラック詰め放題 1.5t 60,000円 

Ｂ 積み放題らくらくパック 350㎏ 15,000円 

  850kg 60,000円 

Ｃ 軽トラック 畳 3帖×腰高 15,000円 

 1tトラック 軽トラック 3台分 40,000円 

Ｄ   基本運搬料 3,000円＋1㎥ 8,000円 
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４）市町等の担当窓口・支援制度等に係る調査 

・福井県の協力により県及び各市町の空き家関連担当部署（担当窓口）と各種支援制度を調査し、パンフ

レット（12,13ページ）および資料に反映させた。 

 

図２ 県及び各市町の空き家関連の各種支援制度（一部抜粋） 
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5）空き家等の所有者が管理等に取り組む際の留意点等の把握 

・当会会員にヒアリングやインターネットより等の情報を収集し、専属相談員のサポート役５名で議論し

整理した。パンフレット（8,9,10ページ）および資料に反映した。 

・空き家等の管理、活用、解体の際のトラブル実例  

・空き家の管理や活用等の際のチェックリスト 

・売買や賃貸、相続等の各種手続き費用・税金等の経費 

 

図３ 空き家等の活用、管理、解体の際のトラブル事例 

 

図４ 空き家の管理や活用等の際のチェックリスト 

  

図５ 売却に関する税務（譲渡所得税） 図６ 賃貸に関する税務（所得税） 
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6）地域の空き家実態情報の把握 

・空き家戸数等については公開されていないため、直接、市町へのヒアリングにより空き家戸数を一部把

握した。9市 8町のうち、空き家実態調査を実施済みは 6市 5町で、そのうち廃屋空き家数を把握したの

は 2市だった。 

・ヒアリングの結果、空き家の実態把握を行っていない市町や回答しない市町もあった。また、県内の空

き家の特徴として、空き家所有者に連絡が取れない空き家が多く見られ、対応に苦慮している市町が多

いことが分かった。 

 

写真１ 坂井市訪問風景 写真２ 越前町訪問風景 

  

 

 

②相談員の研修・育成 

１）相談マニュアルの作成 

・基礎情報調査結果を踏まえて、空き家等の管理、活用（売買、賃貸）及び解体に関する相談を適切に受

けられるように、相談員向けマニュアルを作成した。 

・マニュアル作成にあたっては、新たに専属相談員を雇用するため、接客応対・電話応対・相談フォーム

からのメールのやり取り・不動産の基礎知識に配慮し、マニュアルを作成した。また、マニュアルは、

マニュアル本体と①の基礎情報調査結果等に基づく資料編に分けて作成した。 

・資料編はパソコン上で検索可能なようにファイル名に資料番号を付けフォルダ内に整理した。 

・業者紹介依頼の際、取次ぎ先の事業者に相談受付シートの相談結果（個人情報）を知らせることについ

ては、トラブル防止の意味で相談者の承認を得る（来店の場合、相談シートにサインを頂く）ようにし

ている。 
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表５ 相談マニュアル目次 

 

（Ⅰ）来店時の応対 【資料１】福井県空き家管理業者一覧 

１． 来客応対のポイント 【資料２】空き家・空き地の問題点 

２． 空き家相談受付シートへの記入（相談者と相談員） 【資料３】空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算 

３． 空き家所有者の場合 【資料４】家財道具、不用品等の廃棄手続きと廃棄費用 

４． 空き家利用希望者の場合 【資料５】売買･賃貸の査定金額の目安 

５． 相談記録データベースに入力 【資料６】売却に関する税務（譲渡所得税） 

６． 日時報告 【資料７】売却に関する登記 

（Ⅱ）電話での応対 【資料８】売却に関する法務（基礎知識） 

１． 受け方 【資料９】売却に関するトラブル事例 

２． 空き家相談受付シートへの記入（相談員） 【資料１０】賃貸に関する所得税 

３． 空き家所有者の場合 【資料１１】賃貸に関する法務 

４． 空き家利用希望者の場合 【資料１２】賃貸に関するトラブル事例 

５． 相談記録データベースに入力 【資料１３】賃貸の諸手続き 

６． 日時報告 【資料１４】実際にあった解体工事の被害例 

（Ⅲ）相談フォームから応対 【資料１５】その他相談先 

１． 相談フォームの必須項目と任意項目について 【資料１６】福井県不動産のれん会会員リスト 

２． 空き家所有者の場合 【資料１７】福井県建物解体業協会会員 

３． 空き家利用希望者の場合  

４． 電話の回答法  

５． メールの回答法  

６． 空き家相談受付シートへの記入（相談員）  

７． 相談記録データベースに入力  

８． 日時報告  

（Ⅳ）相談者の経過確認について  

（Ⅴ）空き家の活用等について  

１． 空き家の適正管理  

２． 空き家の活用「売買」  

３． 空き家の活用「賃貸」  

４． 空き家の解体  

（Ⅵ）連携先について  

（Ⅶ）提携先不動産業者について  
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 図７ 相談員向けマニュアル（抜粋） 
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図８ 空き家相談受付シート 

  

２）相談員の研修・育成 

・新たに専門相談員を雇用し、当会会員の宅地建物取引主任者や賃貸不動産経営管理士等を講師とする研

修と、当会会員会社にて不動産実務の研修と相談対応のシュミレーション研修を表６のとおり計 151時

間実施した。 

表６ 相談員の研修について 

実施日 場所 時間 研修内容 

6/30 問屋センター 1.5h 講師および専門相談員の研修内容の打ち合わせを実施 

7/17,25,28 事務局 20h 不動産基礎知識（賃貸）の研修 

7/31,8/12 事務局 16h 不動産基礎知識（売買）の研修 

8/21 事務局 4h 不動産基礎知識（管理）の研修 

8/28 事務局 4h 不動産基礎知識（解体）の研修 

8/29 事務局 8h 不動産基礎知識（税務）の研修 

9/2,3,4,5 事務局 32h 接遇、相談マニュアル（Ⅰ）～（Ⅳ）の研修 

9/9 事務局 8h 相談マニュアル（Ⅴ）適正管理の研修 

9/10 事務局 8h 相談マニュアル（Ⅴ）売買の研修 

9/11 事務局 8h 相談マニュアル（Ⅴ）賃貸の研修 

9/12 事務局 8h 相談マニュアル（Ⅴ）解体の研修 

9/17 事務局 8h 相談マニュアル（Ⅵ）（Ⅶ）取次先と取次方法の研修 

9/18 事務局 8h 空き家相談受付シートの記入方法の研修 

9/19 事務局 8h 空き家相談受付シートからの取次方法の研修 

9/29 事務局 4h パンフレット説明の研修 

9/30 事務局、会員会社 5.5h パンフレット説明の研修、実務体験・相談対応シュミレーション 
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写真３ 講師および専門相談員の研修内容の打ち合わせ 写真４ 専属相談員に対する研修 

  

・講師および専門相談員の研修内容の打ち合わせを

実施した。 

・相談マニュアルの基本構成を確認し、新たに採用

する専属相談員向けとして研修内容（接遇のポイ

ントやフローなど）について分かりやすくするよ

う意見が有った。 

・当会会員の宅地建物取引主任者や賃貸不動産経営

管理士等を講師として、専属相談員に対して接遇

やフロー、不動産の知識について丁寧に研修を行

った。 

 

写真５ 実務体験研修 

 

 

・専属相談員に対し、相談窓口開設前に実際当会会

員会社にて不動産実務を体験し、相談者との応対

の仕方を学び、相談対応のシミュレーションを実

施した。 
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③空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

基礎情報調査結果を踏まえて、次の３つの情報提供の資料を作成した。 

１）窓口周知チラシ 

・相談窓口を告知するチラシを作成し、県・市町の担当窓口等に設置・配布した。 

図９ 窓口周知チラシ 

 

・出張相談会の開催を掲載するチラシを作成し、県・市町に配布した。 

 

図１０ 出張相談会周知チラシ 
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２）空き家所有者等向け情報提供パンフレット 

・作成したパンフレットは、県と市町、当会会員会社 23社、連携団体に配布した。 

 

図１１ 空き家パンフレット「わが家のイエ活マニュアル」 
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３）会のホームページへの空き家相談等の専用画面の設置 

・9月末日に会のホームページに空き家相談等の専用画面を設置し、相談窓口・出張相談会の告知、支援制

度窓口、相談問い合わせフォーム（メール相談対応）、劣化診断について、住宅診断について、活用（賃

貸･売買）相談について、管理について、解体についてなどの告知等を行った。

http://www.norenkai.or.jp/akiya/ 

 
図１２ ＨＰトップページ 図１３ ＨＰ相談問い合わせフォーム 

  
④相談事業の実施 

１）相談業務の実施 

・10月 1日より「のれん会空き家管理センター」にて相談業務を開始した。 

・専属相談員は、月～金曜日の 9時～12時・13時～17時、電話・メール・面談相談に対応した。 

・会員 5名がサポート役となって、週 3回（月、水、金）の午後から相談受付シートの記載内容の確認や

専門取次機関への取次票の内容確認（取次機関への翻訳）を実施した。 

・専門取次先や紹介した業者には、成約状況や見積書、最終的な契約費用等を報告頂くようにお願いして

いる。報告がない場合は相談員が必ず確認した。 

 

図１４ 相談体制イメージ 
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写真６ 空き家相談総合窓口「のれん会空き家管理センター」             写真７ 相談窓口での対応 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）出張相談会 

・集客が見込める大型ショッピングセンター（福井市、敦賀市）にて計 3回出張相談会を開催した。 

・空き家所有者からの相談が多いと考え、専門相談員（宅地建物取引主任者や賃貸不動産経営管理士）を 2

～3名配置し、計 17件の相談を受けた。 

写真８ 福井市大型ＳＣ 写真９ 敦賀市大型ＳＣ 
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３）窓口及び出張相談会の周知 

・相談窓口の設置や出張相談会の開催については、チラシ、パンフレット、ホームページで周知した。 

図１５ 「福井新聞」掲載例 

 

 

 

図１６ 「朝日新聞」掲載例 

図１７ 「日本経済新聞」掲載例 

 

 

 

・6市 7町の市町の広報で掲載し、1市 4町は複数回掲載された。 

図１８ 越前町広報 掲載例 図１９ 坂井市広報 掲載例 

 

 

・出張相談会の広告を福井新聞（ぷりん）にて計 8回掲載した。 
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４）相談実績 

図２０ 相談受付分析 年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家所有者本人の相談は、60歳以上が 7割を占める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家所有者家族の 50歳未満からの相談は無かった。 

 

 

図２１ 相談受付分析 空き家所有者の住所地 図２２ 相談受付分析 空き家所有者の物件エリア 

 
福井市在住からの相談が最も多い。 

 
福井市が最も多いが、他市町も広く分布している。 

図２３ 相談受付分析 空き家利用希望者の住所地 図２４ 相談受付分析 空き家利用希望者の希望エリア 

 
福井市が最も多かったが、県外からの相談も多い。 

 
福井市が最も多かったが、他市町も広く希望している。 
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図２５ 相談受付分析 空き家になっている期間 図２６ 相談受付分析 空き家の築年数 

 
ほとんどが 1年未満である。 

 
築年数 30 年以上が 60％以上である。 

図２７ 「空き家所有者」相談したことが有るか 図２８ 「空き家利用希望者」相談したことが有るか 

 
相談したことがない方がほとんどである。 

 
相談したことがない方がほとんどである。 

 

表８ 相談事例 

年齢 相談方法 相談種別 相談内容 相談対応 相談時間 

６０

歳代 

電話 売買 空き家になった家を売却したい。相談は初めて

で、売却額も分からない為、希望額も無い。以

前は両親が住んでいた。築 13年の物件で建物

内も綺麗だと思う。たまに草刈り等に帰る。 

当会会員が媒介

契約。現在募集

中。 

約１０分 

６０

歳代 

出張相談

会 

賃貸 事故物件でその後 5年程空き家になっている。

売却すると近所の方から色々言われそうなの

で、貸したい。近所から解体の提案もあったが、

まだ新しいと思うので、出来れば活用したい。

以前相談したら、調整区域とかで売買出来ない

と言われた。車庫と物置は、近所の方に貸して

いる。まだ相続してないが相続する予定です。 

調整区域の為、売

買の可能性もあ

るが、賃貸は出来

ないと説明（賃貸

困難なら今回は

見合わせるとの

こと） 

約３０分 

７０

歳代 

来訪 解体 老朽化した空き家の解体を考えているが、補助

金等があったら教えてほしい。 

市の老朽危険空

き家等除却支援

事業と担当窓口

を紹介。 

約３０分 

５０

歳代 

出張相談

会 

その他 既に転居して空き家になった町内会から、年間

1万円の町会費のようなものを払ってほしいと

言われた。 

町内会長との協

議がまとまらな

い場合は公民館

に相談する方が

良いと回答。 

約３０分 

６０

歳代 

来訪 売買等 

複合 

 

空き家になって 2年経過した為、売却したい。

5年前に500万円かけてリフォームしている為、

中古住宅として売り出したい。劣化診断を希望

します。 

県建築士事務所

協会へ劣化診断

の取次ぎをして

１月に診断。 

約４５分 

4件, 
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46%

6件, 
17%
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3%

2件, 
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6件, 
17%
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32件, 
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35%

「空き家所有者」

今まで専門家や行政に相談したことが有るかど

うか

相談したことはな

い

相談したことがあ

る

40件, 
85%

7件, 
15%

「空き家利用希望者」

今まで専門家や行政に相談したことが有るかどう

か

相談したことはない

相談したことがある
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表８ 相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数 

 

                                集計開始時期：平成 26年 10月 1日 

 
相談方法 

電 話 メール 来 訪 相談会 その他※4 計 

空

き

家

所

有

者

本

人 

管 理   1   1 

売 買 3 1 3 6  13 

賃 貸 3  1 1  5 

解 体 2  1   3 

上記以外※2 1   1  2 

複 合※3 6  5 3  14 

小 計 15 1 11 11 0 38 

所

有

者

本

人

以

外 
※1 

管 理      0 

売 買 1     1 

賃 貸    1  1 

解 体   1   1 

上記以外※2 2   1  3 

複 合※3 5  1   6 

小 計 8 0 2 2 0 12 

空

き

家

利

用

希

望

者 

管 理      0 

売 買 4  6   10 

賃 貸 17 3 13 3  36 

解 体      0 

上記以外※2      0 

複 合※3 1     1 

小 計 22 3 19 3 0 47 

合 

 

計 

管 理 0 0 1 0 0 1 

売 買 8 1 9 6 0 24 

賃 貸 20 3 14 5 0 42 

解 体 2 0 2 0 0 4 

上記以外※2 3 0 0 2 0 5 

複 合※3 12 0 6 3 0 21 

計 45 4 32 16 0 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※その他の内訳 

劣化診断希望 
父親他界に伴う相続物件（自宅の土地物件）の請求問題 
土地と建物をタダで貰って欲しい。 
借地上の空き家を貸せるかどうか。 
空き家の町内会費について 
早く売却したい。 

※複合の内訳 

売却・賃貸 8件 

賃貸･その他 5件 

売却･解体 3件 

売却･その他 2件 

賃貸･解体 1件 

管理･解体 1件 

購入･賃貸 1件 
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⑤相談を通じて必要とされる空き家等の住宅診断、調査体制の整備 

１）空き家劣化診断モデル事業の実施 

・北陸住宅宅地経営協会や福井県建築士事務所協会と空き家劣化診断の流れを構築した。 

・空き家劣化診断を８件実施した。 

・同モデル事業は、パンフレット、ホームページで周知した。 

 

表９ 空き家劣化診断モデル事業について 

モデル事業の趣旨・目的 
相談者から劣化診断の要請があった場合の診断体制の構築や診断ノウハウの蓄

積、有料化に向けた検討、診断事例等の相談業務への反映等を目的とする。 

診断体制 
北陸住宅宅地経営協会や福井県建築士事務所協会と連携し実施する。 

診断後、劣化診断報告書を作成、相談者に提出する。 

診断方法 

目視による次の場所の点検を行い、修繕が必要な箇所を診断士がアドバイスする。 

≪屋外部分≫基礎、外壁、屋根、雨樋、軒裏天井、バルコニー 

≪屋内部分≫床、壁、天井、階段、開口部ドア・サッシ、内部建具 

≪設備≫給排水衛生設備、ガス設備、換気設備、電気設備 

 

写真１０ 空き家劣化診断の打合せ模様 

 

 

表１０空き家劣化診断実績 

 年齢 所在地 空き家の特徴 依頼動機 診断結果・アドバイス等 

1 60歳代 Ａ市 築約 40年超 2年空き家。 

売却したい。 

外部、浴室、トイレはリフォーム済。耐震性に不

安が残ることから耐震工事を行うと良い。 

2 60歳代 Ｂ市 築約 40年 1年空き家。 

貸したい。 

室内壁に水漏れ跡があったが、全体として比較的

良好である。 

3 60歳代 Ｂ市 築約 40年 3年空き家。 

貸したい。 

外壁に水垂による赤錆の汚れあり。 

4 60歳代 Ｃ市 築約 30年超 1年空き家。 

貸したい。 

定期的に点検されており良好。 

5 60歳代 Ｃ市 築約 30年超 1年空き家。 

貸したい。 

十分維持点検されている。 

6 50歳代 Ｃ市 築約 30超 1年空き家。 

売却したい。 

経年劣化は見られるが、管理状態は良く老朽感は

あまりない。2階外壁に目する壁クロスの剥がれ

状況は結露か外壁からの漏水が考えられる。 

7 70歳代 Ｃ市 築約 40年弱 1年空き家。 

貸したい。 

元々平屋であったものを２階建てに増築した痕

跡がある。床が下がってふわつく。 

8 70歳代 Ｃ市 40年未満 10年空き家。 

売却したい。 

年式の割には美しく保たれている。外部で手直し

箇所があり補修する必要がある。 
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図２９ 劣化診断フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１１ 劣化診断時の写真 

 

 

図３０ 劣化診断報告書 
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３．事後評価 

① 相談業務に必要となる基礎情報調査 

各市町の担当窓口、各種支援制度、地域の空き家実態状況の把握として、福井県より情報を提供して頂き、

また、各市町への協力要請もあり、当会は、空き家相談者に対する有益な情報・連携を得ることができた。 

なお、インターネットとヒアリングを併用することによって、各事業者のサービス内容や料金などを詳細

に把握することができた。 

② 相談員の研修、育成 

空き家関連の知識を有していない専属相談員に、専門相談員より基礎情報調査結果をもとに作成した相談

マニュアルを活用して研修を行なった。相談対応の実務シミュレーションを行なうことによって、実際の

業務に近い応対を経験することができ、空き家相談者に対して円滑な取り次ぎができた。しかし、専属相

談員からは専門的なことは難しいとのことだった。 

③ 空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

窓口周知チラシ・・・基礎情報調査をもとに作成し、全市町の担当窓口に県を通じて配布して頂き、直

接、メール等で効率的に配信した。市町の担当者の方は、空き家所有者や空き家利

用希望者に案内しやすいとのご意見だった。 

パンフレット・・・ 基礎情報調査をもとに作成し、全市町の担当窓口にレターパックで送付し、相談窓

口や出張相談会に来訪された方に渡した。各市町の支援制度に興味を持たれた。 

ホームページ・・・ 基礎情報調査をもとに作成し、空き家所有者や空き家利用希望者からわかりやすい

と好評だった。 

④ 相談業務の実施 

・窓口周知の効果や妥当性 

表１１よりテレビや新聞２３件、当会及び連携団体からの紹介２１件、ホームページ１４件、県市町

広報１４件、県市町からの紹介１３件、出張相談会の現地案内３件、窓口周知チラシ・パンフレット

は１件の空き家所有者や空き家利用希望者からの相談があった。 

テレビや新聞での周知が一番効果的で、掲載された直後は反響が大きかったが、県市政広報や県市町

からの紹介の件数を合計すると２７件と県市町関連の情報には信用性が有り、多くの反響があること

が分かった。 

窓口周知チラシ、パンフレットからは１件しかないが、連携団体からの紹介や市町からの紹介に含ま

れているとおもわれる。 

 

表１１ 相談者が相談窓口等を知った方法 

 

相談者 

の内訳 

具体的な方法 

事業主

体等の

ホーム

ページ 

窓口周

知チラ

シ、パン

フレッ

ト 

都道府

県・市町

村の広

報誌 

都道府

県・市町

村窓口

からの

紹介 

連携団

体から

の紹介 

開催し

た空き

家セミ

ナー、勉

強会等 

新聞・雑

誌・テレ

ビ等の

メディ

ア情報 

出張相

談での

案内等 

合計 

相談

窓口 

都道府県内

在住者 
9  11 8 20  16  64 

都道府県外

在住者 
5   4 1    10 

計 14 0 11 12 21 0 16 0 74 

出前

相談

会等 

都道府県内

在住者 
 1 3 1   7 3 15 

都道府県外

在住者 
        0 

計 0 1 3 1 0 0 7 3 15 
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・相談対応件数目標の達成状況 

空き家の管理・売却・賃貸・解体の相談体制の整備への効果は、相談目標件数２００件に対して９７

件の相談があった。達成率としては、当初の空き家の相談目標件数に対し、５０％弱と期待した効果

が認められなかった。理由としては、認知度がまだ低く、広告に充分な費用を掛けることができず、

周知が至らなかったことが考えられる。 

・空き家所有者等からの相談に対して、専門機関や専門家への取次ぎ等ならびに連携の効果や妥当性に

ついて 

空き家所有者等からの相談に対しては専門機関や専門家（連携団体数３３社）に適切に取次ぎするこ

とができた。相談者の希望する条件にそぐわず、相談者から見合わせたいとの回答が多かった。連携

団体からは、対応エリア外である事や、市場性がない等対応して頂けることが少なかった事も考えら

れる。 

・相談から活用や管理サービス等の事業実施に至った件数について 

相談から活用や管理サービス等の事業実施に至った件数は０件だった。理由としては、相談窓口を開

設した１０月より事業終了の２月迄では対応する期間が短かったことが考えられる。 

⑤ 相談を通じて必要とされる空き家等の住宅診断、調査体制の整備 

無料による劣化診断を実施し、予定件数２６件のうち８件利用があった。空き家所有者からは劣化診断を

行なった事により、所有する空き家に対し現況を把握する良いきっかけになったとのご意見があった。 

 

４.今後の課題 

① 相談業務に必要となる基礎情報調査 

各市町の担当窓口や支援制度、各事業所のサービス内容や料金等は日々変更になる可能性が有るため、随

時確認を行なうことが必要です。また、地域の空き家実態状況の把握として福井県や各市町と連携し、今

後は、情報を共有し、資料に反映していくことも必要です。 

② 相談員の研修、育成 

空き家関連の知識を有していない専属相談員として対応できるよう、相談マニュアルを作成し、空き家相

談者に対して円滑な取り次ぎができたが、専門的なわかりやすい研修が必要です。 

また、相談員の研修、育成には１～２ケ月程時間を要するため、事業開始日に合わせた人材の確保や研修、

育成を行なっていく必要がある。 

但し、事業期間が短いこともあり、正規雇用ができず人材確保が難しい。 

③ 空き家所有者への情報提供に資する資料等の作成 

市町等の各支援制度、空き家管理サービス内容等の変更が有り得るため、パンフレットを改訂する必要が

ある。 

④ 相談業務の実施 

・窓口周知について 

空き家相談総合窓口の周知および効果を得るためには、市町からの紹介や市町広報が不可欠です。有料の

広告（新聞・ホームページ）も併用し、定期的にＰＲしていく必要がある。 

・相談対応件数について 

出張相談会についても、開催数を増やし、相談件数を増やす必要がある。 

⑤ 相談を通じて必要とされる空き家等の住宅診断、調査体制の整備 

空き家劣化診断モデル事業の利用促進を促したが、空き家を活用するかしないか、決定していない空き家

所有者が多くみられた。専門相談員や取次ぎ連携先担当者から空き家所有者に更なる働きかけが必要です。 

（総合的な課題） 

認知度はまだまだ低く、広告費、相談員の人件費、窓口業務の運営費などが掛かり、管理サービス、サブ

リースを実施しているが、収益性が低いため、今の段階では、事業として成り立たず、次年度もこの空き

家管理等基盤強化推進事業を継続する必要がある。 
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５．今後の展開 

次年度は、空き家所有者等から相談が有った場合、当会事務局員が受け付け、専門相談員に取次ぎ、対応

にあたる。 

空き家管理等基盤強化推進事業の継続団体になった場合、相談件数の増加に向け、予算の範囲内で次の活

動を行ないたい。 

・市町に再度訪問し、当会の空き家相談総合窓口の紹介、市町広報に協力して頂けるよう要望する。 

・当会事務局職員に対し、今年度作成した相談マニュアルにより研修を行い、円滑な応対ができるよう研

修する。 

・出張相談会の開催数、その案内広告を増やす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 平成 20年 1月 

代表者名 代表理事 瀧波 忠昭 

連絡先担当者名 副理事長 吉田 守利 

連絡先 
住所 〒910-0854 福井県福井市御幸 4丁目 12-15 

電話 0776-21-5151 

ホームページ http://www.norenkai.or.jp/ 
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